
別紙２  

入学者選抜における専門家委員への意見聴取制度 実施要領 

 

                      制  定  令和５年１２月２０日  

                      千葉県教育庁教育振興部学習指導課長  

 

第１ 目的 

   入学者選抜における専門家委員への意見聴取制度に関する要綱（以下「要綱」とい

う。）で定める入学者選抜における専門家委員への意見聴取制度（以下「本制度」とい

う。）の実施については、要綱に定めるところによるほか、本実施要領に定めるところ

によるものとする。 

 

第２ 専門家委員及びその任期 

   専門家委員は、医師、大学教授、社会福祉士、青少年センター職員、国際交流    

センター職員等から、千葉県教育委員会が選定する。 

   任期は、１年とする。 

 

第３ 対象となる学校 

 １ 志願者数が募集人員に満たない県立高等学校 

 ２ 志願者数は募集人員を満たしているが、入学許可候補者数が募集人員に満たなく

なる可能性のある県立高等学校 

 

第４ 制度の同意 

   要綱第３条の同意しない者とは、別紙様式の不同意書を受検する高等学校に提出 

した者をいう。 

 

第５ 実施時期 

   意見聴取できる時期は、以下に示す選抜の検査実施後から判定会議前日まで及び 

入学許可候補者の発表から１週間とする。 

 １ 本検査（追検査）、第２次募集、追加募集 

 ２ 通信制の課程の三期入学者選抜、四期（秋季入学）入学者選抜 

 ３ 三部制の定時制の課程の秋季入学者選抜 

 

第６ 実施方法 

 １ 校長が実施対象受検者を教育振興部学習指導課長（以下、「課長」という。）に電話

で報告する。 

 ２ 報告内容により課長が専門家委員を選定する。 

 ３ 校長が資料を示し、専門家委員から意見聴取する。 

   なお、意見聴取は、原則対面とし、状況によりオンラインでの意見聴取も認める。 

 ４ 校長が専門家委員からの意見も参考に判定会議の内容を踏まえ合否判定する（入学

許可候補者の発表後に意見聴取した場合は、合否について再判定する。）。 

 

 



                

 

第７ 専門家委員への提示資料 

   提示できる資料は、次の１～５とし、いずれも受検者の受検番号、氏名、中学校名

及び住所等の個人情報を黒塗りする。 

 １ 調査書等の出願書類 

 ２ 受検者が志願する高等学校の校長に申請した書類 

 ３ 学力検査の成績 

 ４ 学校設定検査（面接、作文等）の結果 

 ５ その他、当該高等学校の校長、県教育委員会及び専門家委員が必要と認めた書類等 

 

第８ 意見聴取する内容 

 １ 資料に対する意見 

 ２ 学校生活における必要な支援に関する意見 

 

第９ 校長の責務 

 １ 不同意書の提出の有無を入学者選抜の合否判定に影響させてはならない。 

 ２ 専門家委員から意見聴取する際、専門家委員に受検者の受検番号、氏名、中学校名

及び住所等の個人情報を伝えてはならない。 

 ３ 専門家委員から聴取した意見を当該受検者・保護者を含め他者に伝えてはならない。 

   ただし、当該校における選抜に関わる教職員等は除く。 

 ４ 入学許可候補者数が募集人員に満たなかった学校において、入学許可候補者と  

ならなかった者及びその保護者から、その理由について説明を求められた際、専門家

委員への意見聴取の実施の有無について伝えること。 

   ただし、意見聴取した相手、内容等については伝えてはならない。 

 

   附  則 

（施 行 期 日） 

１ この実施要領は、令和６年１月１日から施行する。 

 


